


No. メールでの意見

　現在、沙流川水系河川整備計画変更案に対する意見募集が行われています。しかし、現
状の意見募集のあり方には、以下のような問題があると思われます。御改善について御検
討よろしくお願いいたします。

◎意見募集のありかたについて

1.意見募集期間について
　募集期間が12月7日～27日とされているが、これは期間が短すぎる。流域委員会は複数回
開催されるものであり、委員会の進行とともに、一般市民についても計画案が浸透し、理
解が深まっていくものである。意見募集期間は、少なくとも流域委員会開催期間中とする
べきである。

2.意見募集の対象について
　北海道開発局室蘭開発建設部による報道発表資料では、意見募集の対象を流域住民に限
定するかのような表記がある。また他のWEBページの告知文においても、沙流川に関わりの
ある人という限定条件が書かれている。しかし、整備計画によって直接に重大な影響を受
ける沙流川流域のアイヌ文化は、北海道遺産に指定されており、北海道民共有の財産であ
る。また冬の沙流川に多数飛来する猛禽類のオオワシ、オジロワシは、国の天然記念物に
指定されている。かつ、オオワシは一九八八年発効の「日ソ渡り鳥保護条約」の対象種で
もある。そして、沙流川は国の管理する一級河川であり、国家予算を費やして整備されて
いる河川であるから、沙流川に関わりがあるのは、少なくとも全ての国民であるといえ
る。
　先のような限定条件の表記は、一級河川に関する意見について、募集対象を地域や生活
によって限定するかのような印象を国民に与えるため、無意味かつ不適切である。
したがって、意見募集の対象は、全ての地球人であると明記するべきである。
　もちろん河川整備においては、直接の生活者である流域住民の意見が尊重されなければ
ならないことは言うまでもない。しかしスポンサー（国民全体）の意向を無視しての大規
模プロジェクトというものも、またありえない。

3.募集した意見の扱いについて
　　室蘭開発局インターネットホームページでは、集めた意見を「公開する場合がある」
とされている。しかし市民的議論の公平性を期するためには、全文を原文のままで公開す
るのが当然である。
　また、12月17日、19日に開催された意見聞き取り会で出された意見についても、「同趣
旨の意見について取りまとめ、河川管理者の見解と合わせて公表する予定」とされてい
る。河川管理者による意見のとりまとめには、河川管理者側の恣意的な選択や改変が入る
のではないか、という疑念を払拭できない。
　聞き取り会での住民意見は、「１人３分以内１発言限り」というきわめて短時間に、口
頭の言葉で述べられたものであるから、そのまま掲載すると、かえって内容がわかりにく
く場合もある。しかし、極力に発言主旨にそった形で、個別に記録、公表するべきであ
る。意見に対して、会場で開発局側が回答を示したものもあり、そのような議論を理解す
るためにも、聞き取り会の意見については、全文議事録による公開が望ましい。
　河川管理者による見解の掲載については問題ない。見解を示すことによって、国民的な
理解や議論が、より深まるものと考えられる。しかし、その見解に対しても疑問や反論が
生じる場合がある。ところが現状の意見募集日程では、「河川管理者の見解への質問や反
論」を行う機会が確保されず、公平な議論とはなり得ない。そういった意味からも、意見
募集期間が短すぎること、聞き取り会が各地域１度ずつしか開催されないことは、本質的
な問題である。
　収集された意見は、流域委員会の場において各委員に資料として示されるものと思う
が、これについても原文を全文で扱うべきであり、河川管理者は「取りまとめ」を行うべ
きではない。仮に全文では煩雑であるという判断があるとしても、要旨集と原文の二段構
成が必要であろう。

4.募集した意見の反映について
　収集した意見がどのように流域委員会の議論に反映されるのか、その道筋を国民に示す
ことが必要である。単に意見募集しました、公開・配付しました、あとは忘れました、と
いった形では、意見募集は単なる手続きでしかなく、計画に対する民意の反映は期待でき
ない。集めた意見を、どのように河川計画に反映させるのか、そのシステムを、あらかじ
め国民に示してほしい。
　沙流川水系流域委員会事務局ならびに各委員の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
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1.正常流量について
 シシャモ産卵床（河口～KP5.5付近）におけるシシャモ遡上・産卵時期の正常流量につい
ても公開してはいかがでしょうか。
2.水際の保全について
 樹木保全の他，水際の植生の保全についてもより具体的な記述を行ってはいかがでしょう
か。
3.産卵床の保全について
 河床材料を保全するために流砂の連続性に配慮する記述を行ってはいかがでしょうか。
4.その他
 河口～上流域までの土砂動態について現状を明らかにし，総合的土砂管理の観点から今後
の土砂管理の方針についても考え方を記述して頂きたいと思います。 以上

10

　本河川整備計画は、「1.安心、安全な水系の創出とその継続的な利用の必要性」、「2.
流域に伝わる貴重な文化の継承と流域が持つ豊かな自然環境の保全の必要性」などの観点
で、今後の流域の保全と整備にとって重要な計画であると拝見しました。以下に、防災面
と利用・環境面について、私が感じたことを述べさせて頂きます。
○防災面
　近年、局所的な豪雨による災害が起きております。局所的な豪雨は、短時間に大量の水
が河川へと集まること、土砂崩壊が発生しやすくなることなどから、防災上極めて危険な
事態となります。
　このように、防災計画では想定しにくい最悪のシナリオについても十分に検討し、ハー
ド・ソフト一体となった河川整備により尊い人命を必ず守って頂きたく存じます。
また、このような事態に対しても迅速な対応・復興が図れる土地利用などに配慮した河川
整備を行って頂きたく存じます。
○環境・利用面
　河川整備計画にもありますように、モニタリングが極めて重要であり、良好な河川環境
を損なわぬよう継続的なモニタリングを実施し、順応的な河川整備・管理を行って頂きた
く存じます。
　特に、治水面のみならず生態系に与える影響が大きい流域内の土砂管理には配慮が必要
と存じます。
　また、河川から河口、海岸へとつながる一連の土砂の流れに配慮した土砂管理に目を向
け、ダム堆積土砂や河道掘削により発生する土砂の有効利用についてもご検討頂きたく存
じます。

11

　河川整備は有事の際に一朝一夕に出来る事ではありません。
　その有事が10年先か、明日かはわかりません。
　平穏な時には重要度が低く思われがちですが、災害時が起こった際のリスクは甚大であ
り、仮に明日起こりえる事態に備え早急にかつ計画的に行うべき事業と考えます。

12

　近年公共事業に対して様々な場面で“無駄”“高い”等と耳にしますが、果たして本当
にそうでしょうか？
　台風・地震・津波等の天災に対する治水事業、日本を支える農業に対する基盤整備事
業、利水事業等国民にとって十分有益な事業は多々あると思います。
　毎年、日本各地で発生する台風による河川氾濫、近年世界的に多発している大地震への
備えなどは、民間レベルで対応できる物ではありません。
　このような有事に対する備えを長期的・総合的に計画し推進することは必然であり、公
共事業の本来の姿であると思います。
　色んな意見があると思いますが、国民の安全・保護を維持・継続する為の公共事業を推
進されることを願います。

13

　河川整備は人の生活と切り離すことができない必要なものと思います。依然として計画
規模を上回る洪水は多く発生していると思います。自分の生命、住居、財産があってこそ
日々の生活が送れると思いますので、防止できる被害は事前に対処を行うべきだと思いま
す。2年前に富川地方を襲った災害は地元の人々に深い傷を残しています。私は直接被害に
遭ったわけではありませんが、地元の人々と関わる機会があったため他人事として考える
ことはできません。最近の公共事業縮小の動きがあるためか「公共事業＝悪」として見ら
れてしまい、世間の人々はこのような計画の良し悪しの公正な判断ができない状況になっ
ているのではないでしょうか。人々の生活のために河川整備が行われることを望みます。
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14

　実家が室蘭管内の為、沙流川水系の開発にはその推移を興味を持って見守っている所で
す。
沙流川といえば平成15年の水害では甚大な被害が出たのが記憶に新しい所ですが、人為的
なミスによって被害が拡大した事例も見られたとの報道もあり、人による管理には限界が
あるのかなと思っている所です。
　それには従来の構造にとらわれない新構造の水門等（無人で作動する水門等）の積極的
な開発、採用が不可欠と思います。
　こういった新技術と自然が協調できる方法を推進して頂きたいと思います。

15

　平成１５年台風災害の樋門操作で裁判が行われている事は新聞報道等で知っています
が、住民の命や財産を守るために我々の税金が使われる事は大賛成です。今回の様に一度
立てた計画が見直され変更されるのは、必要な所に、必要なタイミングで税金を使ってい
くために当然の事と思います
　今後も私の様な小さな意見も参考にしていただき、河川整備を進めていただけるよう、
お願いします。

16

　近年、局地的な集中豪雨で沙流川流域にお住まいの方はかなりご苦労されていることと
思います。
　守られるべきは住民の生活であり、そのために必要な治水事業は行われるべきだと思い
ます。

17

　沙流川水系におけるダム建設に関してはやはり情報公開の不足という意味において、貴
組織の怠慢を批判されても仕方のない状況にあるが、ダム建設に関しては、二風谷ダムと
対である平取ダムの早期着工を期待するところである。平成1５年の台風被害は二風谷ダム
により軽減されたことは紛れもない事実であり、しかも昨今の異常気象等による局地的な
雨量の増大化を考えれば、あの悲惨な災害を二度と繰り返さないためにもダム建設は最早
一刻の猶予も無い状況にあるとおもわれる。

18

平成１５年８月洪水時に発生した多くの流木は、自分の想像をはるかに超えた自然の脅威
を感じました。
　森林の持つ治水効果は絶大といわれておりますが、上流域の森林整備育成保全は重要と
考えます。
　本計画にも示させれておりますが、森林管理者等関係機関との連携を強め、具体的な森
林整備育成保全の方策を立案した事業展開が進められるよう期待します。

19

　河川工事等の計画内容が縷々述べられていますが、この目標達成に必要な期間がおおむ
ね２０年間となっている。（１４ページ３、計画対象期間）しかし、流域住民はこの計画
は、どこから（場所）、いつごろから（期間）等と、もう少し細やかな情報が知りたいと
思っているはずです。そこで、例えば、平取ダムや河道掘削、堤防整備等の実施計画を１
０年後位までの実施予定工程表（バーチャート）を記載することは出来ないでしょうか。
　今回の河川整備計画は直轄管理区間のみの計画ですが、前回の洪水時は直轄管理区間外
の河川が大打撃を受けたことから、流域住民は管理区間外についても、大いに関心がある
と思われます。区間外河川の整備計画実施機関や出来れば進捗状況等について簡単に記載
すべきと思いますが。この整備計画のタイトルは沙流川水系河川整備計画、サブタイトル
は沙流川流域の未来へ向けた河川整備計画となっていることから、流域住民は直轄も区間
外も区別してないと思います。

20

　先日、NHKテレビ『夕張川の治水に生きる』を見て強く思ったことは自然、環境保護は大
事な事であるが、人命とそこで生活している人の財産を守る事は国家としての責任であ
る。又、自然環境も開発という人間が手を加えなければ守れない事も多々あるはずです。
今後、沙流川水系のみならず、自然との共生といかに効率的、合理的そして更に経済的に
将来を見据えた事業として存続する事を強く希望します。
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21

　当該河川の洪水のおり影響を受ける皆様に逢っては、洪水時に「命を守る・生活を守
る・財産を守る」ため「安心できる河川の形」を切実に望んでいることと推察できます。
このことを考慮すると河川整備の早期着工・完成が望ましく、地域の皆様の将来生活設計
も成り立つものと考えます。
　なお、整備計画の纏めに当たっては、河川環境（動植物等生態系・水質等）の保全に留
意するとともに新たな潤い空間の創出を願いたい。

22

　公共性のある、治水事業は必要であると思います。何事もなければ、よいのですが、最
近では実際に、平成１５年８月の台風１０号のように、洪水が発生し、何事にも替えられ
ない、人命が奪われることがありました。２度と、このような事が無い様に願っています
が、沙流川流域に住む方や、通行される方々のこと考え、河川整備は必要と考えます。

23

　沙流川流域にはみどり豊な田園地帯が開けており、我が町の基幹産業として又住民の憩
いの場として重要な地域になっております、近年の異状気象とも思える災害が発生し雨が
降るたび怯えて暮らしております、災害当日も平取橋の橋脚に流木が絡み堤防が決壊する
のではと思い家族と高い処へ避難して一夜が明けるのを待ちました、安心して暮らせるよ
う早期の平取ダムの着工及び石狩川のようなスーパー堤防を作り冒頭にも書きましたが今
まで以上に住民が川と親しめるように節に希望いたします。

24

　太古の時代から我々人間とその祖先、そしてあらゆる動植物が営み続けているのは水で
あり、これらを供給して大地を這いずりやがて大海へ注ぐ川は地球上において、無くては
ならない大きな役割を担ってきました。これからも永久にその存在は必要です。
「水を制するものは国を制す」との言葉は一度や二度耳にしたことがあると思います。
災害には地震、火災、暴風等自然災害、人的災害などいろいろありますが、水害は衣食住
のすべてに壊滅的な爪あとを残し、その復旧に要する費用と期間は甚大で極まりない損失
です。
　私は、直接沙流川流域に居住するものではありませんが、川に関心ある一人として、本
整備計画「変更」（原案）を拝読して個人的な意見を述べさせていただきます。
　河川整備計画と言えば「治水・利水」だけが主題となっていたが、近年はこれに加え
「流水環境の保全」、「河川環境の保全」、「河川親水空間の整備」等あらゆる検討にお
いての整備計画が求められています。
　本整備変更計画は平成15年の異常気象による、台風10号の洪水、予想もしなかった被災
が起因であり、整備の基本方針が明確であり、その内容についても具体策がなされ、計画
そのものに特に異論を言うものではありませんが、私見として以下の事項を望みます。
１．本川流域は農地、牧場が多くこれらの基幹産業の基盤と人命をまもるため、災害から
守る、災害に強い整備手法での整備を望みます。
※被災の甚大さを想定内において、防止するための最大の整備。
２．環境保全、特に水質が安全で安心して利用できる親水空間の整備。
きれいな水で多種多彩の水生動植物が住み、子供が安心して川遊びが出来る水辺の環境。
※きれいな水が流れる川を保全するには、流域内において家畜のし尿等を河川に流入させ
ないことです。これは地域住民の協力が不可欠であると同時に、河川管理者が実態調査と
行うと同時に、モニタリングを実施してこれを維持することが重要です。

25

１５年１０号台風の時は、堤防を一杯に流れる沙流川の濁流を見、避難を呼びかけるし
か、方法がありませんでした。
今回の整備計画変更により、平取ダム、下流の河道整備等にて、より安全で安心出来る、
流域環境を、私達の子供、孫の世代に残せるものと期待しております。

26

　自分が小学生の35年前には、沙流川・鵡川のような大きな川に近づくことは、許されて
いませんでした。何故かというと、現在のように安全に近寄れる場所もほとんどなく学校
の先生からは、「大きな川は、危険なので近寄ってはいけない」と。教えられていたから
です。ですから、大きな川は怖い存在だった記憶しかありません。それが近年は、子供た
ちも安全に近づける場所ができました。子供達にとっては、楽しい川の思い出が残ったと
思います。大きな川の利用を、治水制水と同じくらい考えてみたいです。
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27

　平取町本町在住の男性です、15年8月の10号台風はかって経験したことの無い集中豪雨で
した。
　夜中に非難命令が出され安全な場所へ避難しましたが堤防が決壊して大被害になるんで
はと思いました。
今日本だけに限らず世界中が異常気象の影響で何時災害にみまわれるかわかりません。
　二度とあんな恐ろしい体験はしたくありません、この先沙流川沿線の人々が安心して暮
らせますように平取ダムの早期着工と沙流川の安全対策を節にお願いいたします。

28

整備計画変更原案について
　2005年12月7日に開かれた流域委員会で、室蘭開発建設部（事務局）から出された「整備
計画変更原案」は、過去の同委員会で出された考え方を踏襲するという方針のもと作成さ
れています。これについて、委員長に指名された藤間聡氏も、事務局案にのっとり、議論
の出発点を「二風谷ダム+平取ダム+河道掘削」に置いています。しかし、変更原案の資料
や事務局の説明によると河道掘削は相当大規模工事であり、かつ費用も膨大にふくらんで
おり、実質的には全く新しい治水整備計画案というべきものです。
　現時点における費用対効果の検証、先進的な河川管理の手法の導入、ことに環境配慮の
視点などを盛り込み、今一度複数案をもって客観的に比較検討し、影響を受ける流域住民
の意思を確かめる機会を設けることを要望します。
手続き上の問題について
　12月17日に行われた門別町における住民からの意見聴取会でも、会場からもう少し丁寧
に住民の意見を聞くよう不満の声が上がっていたことを記憶しております。そもそも事業
者が住民の意見を聞きたくて開いた説明会であるならば、時間の都合で意見聴取が不可能
になるスケジュールを組むべきではないと思います。
　今後も、議論の進捗に合わせて、その都度住民の意見を丁寧に聞き、委員会における議
論に反映させることを要望します。
流域委員会の体制について
　実質的には全く新しい治水計画案が提示されたと認識するとともに、事務局案として、
さらに複数の可能性を提示してもらう必要があります。そしてそれらをたたき台として、
改めて専門的な立場からの議論を流域委員会として行うべきと考えます。そしてその際、
さまざまな分野の専門家や関係者、関係住民を交えた小部会を設置し、各分野の問題点を
詳細に検討する必要があります。そのためには事業によって受ける利益と損失を明確にす
るための専門家による詳細な事前調査が不可欠です。
　これらの手順をふんで、議論の材料に不備が生じることのないよう万全を尽くすことを
要望します。

29

意見の要旨
①河道掘削の対象となる、二風谷ダム下流の沙流川の堤防内に残された少し高い地面にあ
る森が、沙流川の生態系にとって、どのような意味のあるものなのかを評価した後に、掘
削の可否を検討することを望みます。その際、もう一度、引き提案、かさあげ案、遊水池
案などの複合的な検討のし直しを望みます。
②二風谷ダム湖岸では、水位変動による岩盤露出が見られるが、通常の水位の貯水と事前
放流とを繰り返すことで、更に岩盤露出が増える。岩盤露出は、二風谷ダム湖と支流の沢
の生物の往来を遮断しており、今回の[変更]（原案）の二風谷ダム運用法では、更に岩盤
露出を広げ、支流の水生生物の絶滅につながるので、二風谷ダムは、水位変動のない、常
時空ダムにすることを望みます。
③子どもたちが沙流川本流や近所の沢で、小魚などを発見できる河川整備の方法を検討し
て下さい。コンクリートの水路の公園はいりません。
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29

　最後に、子どもたちに川を返してほしいのです。河川整備によって、川は危険な所とな
り、小学校指定の危険区域ですらあります。
　知っていますか？子どもたちは水が好きなことを。バケツのなかの水より噴水の水が好
き。噴水の水より流れてる水が好き。コンクリートの中を流れる水より、石や砂や草の中
を流れる水の中で遊ぶ子どもたちの表情を、ご存知と思います。そして、小魚などの生き
物を石や砂や草の中を流れる水の中に発見したときの子どもたちの喜びようや、それを捕
まえるためにあらんかぎり創意工夫をする姿をご存知と思います。本流や沢で遊ぶ場所
や、本流や沢の生き物の持つ価値は、決してせせらぎ公園や親水公園のような、水浴びし
かできない施設で代替することは出来ません。そこへ放しておけば、創意工夫の限りをつ
くして遊ぶ川や沢や小魚を、子どもたちに返してほしいと思います。

　沙流川のほとりに住む主婦です。毎日、沙流川を眺めながら暮しています。2年前の洪水
では、二風谷ダムが壊れるという警報を聞き、大変に恐ろしい思いをしました。
　夜中に長知内橋まで見に行くと、沙流川を帯のように流れていく大量の流木が見えまし
た。岩知志ダムが、ダムにたまった流木を一度に流したのだと思います。二風谷ダムにた
まった流木は、大部分が額平川から流れてきたものと聞いていますが、実際には岩知志ダ
ムからも、相当の量が流れてきていたのではないでしょうか。恐くなって引き返し、今度
は二風谷ダムを見に行きました。ダムは無数の流木であふれかえり、流木どうしがぶつか
るのか、ダムに流木がぶつかるのか、バーン、ドーンと、ひっきりなしに大きな音が響い
ていました。流木の山はダムの上の通路まで盛り上がり、いまにもダムを超えそうな様
子。
　「このままでは、本当にダムが壊れるかも。」私は二風谷ダムの信じられない光景を、
かたずを飲んで見守るだけでした。あれだけの洪水と流木が入って、二風谷ダムが壊れな
かったのは、本当に幸いだったと思います。またダムの放流にもかかわらず、沙流川では
堤防の決壊もなく、洪水で亡くなった方がいなかったことも、不幸中の幸いでした。
　さて、北海道開発局の室蘭開発建設部から、沙流川の整備計画の見直し案が示されてい
ます。二風谷ダムに続いて平取ダムを建設し、しかも沙流川の全線を掘削したいというこ
と。でもちょっと待って下さい。二風谷ダムの上にもう一つ平取ダムを建設し、沙流川を
20年も30年も毎年のように掘り起こす工事を続けて、私たちは本当に幸せな生活を送るこ
とができるのでしょうか。
　沙流川河口の門別町からは、平取ダムへの慎重な意見が強く出されているそうですが、
私たちの平取町では、平取ダムを建設したくて仕方がないようです。平取町にとって、さ
らにダムを造るメリットというのは何があるのでしょう。ダムを造ると、町の財政に交付
金がおります。お金というものは正しく使ってこそ価値がありますが、ダムを造ってどの
ような町にしたいのか、平取町には具体的な視点が何も感じられません。また交付金は、
地域にリスクがあるから交付されるものです。しかし私たち住民には、そのリスクの中身
について何の説明もありません。ただダムを造れ、ダムを造れと繰り返すばかりです。

　一昨年の洪水で、私たちは人間のできることの限界を知りました。自然の猛威に、人間
の力で対抗することにはおのずから限界があります。自然の力には逆らうことはできませ
ん。洪水や流木を、ただ力で川やダムに押し込めようとするのではなく、うまく受け流す
やり方があっても良いのではないでしょうか。
　たとえば川の改修工事にしても、現在のようにコンクリートのパネルを並べるやり方で
は限界があります。少し大雨が降ると、コンクリートは簡単にめくれ上がって流されて
いってしまいます。こういうところに、沙流川特産の自然石を使うことができれば、石は
多少動いても石ですから、効果が変わることはありません。またもしも石が流されても、
人や自然に大きな害を与えることもないでしょう。できるだけ自然のかたちに近付けなが
ら、自然の仕組みにそって災害を防ぐことこそが、大洪水を経験した私たちの選択するべ
き道だと思います。
　沙流川は、シシリムカという古名が示すように、そしてまた現在の川の名が示すとお
り、大変に砂の流れが多い川です。この川にダムを造っても、水とともに砂が入り、ダム
はすぐに埋まってしまいます。この度の計画変更案でも、二風谷ダムは捨てるつもりなの
か、砂への対策もなく、このまま埋めてしまうつもりのようです。「二風谷ダムが埋まる
から平取ダムを造るんだ」というようにも聞こえます。これでは「2ダム1事業」としてき
た今までの説明と矛盾しますし、もしも新たに平取ダムを建設しても、やはりすぐに砂で
埋まってしまうことでしょう。砂で埋まったダムに、また洪水が起こり、あのような流木
が入ってきたら、今度こそダムは本当に壊れ、大災害が発生するのではないでしょうか。
　日本は大変な財政難の時代を迎えています。このようなときに、すぐ砂で埋まるダムを
造り、かけがえのない沙流川を延々と掘ることに700億円もかけることには、非常に大きな
疑問があります。

30
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30

　どちらに転ぶのかわからない大規模な施設整備にばかり頼るのではなく、細かな工夫を
積み重ねて被害を最小化すること。これこそが、先の大洪水から、私たちが学んだ生きる
知恵だと思います。それは、平取ダムの建設と沙流川全線の掘削工事をとりやめることで
す。地域の人の生活、自然と文化に沿ったかたちで知恵を結集し、有効な災害対策手段、
そして地域による地域のための公共事業とされることを切に願います。

　また、河川管理者の皆さんは、住民を小馬鹿にしたような誠意の感じられない対応、わ
けのわからない広報活動ばかりを繰り返すのではなく、川にかかわる公務員としてのプロ
意識をもっていただき、人と川の関わりのあり方をゼロから再構築する位の気構えで、住
民、沙流川と関わっていただけたらと思います。
　住民は何度痛い思いをしても、ただいつまでも、何も知らずに騙され続けているわけで
はありません。

　以上、沙流川に暮す住民からの願いです。

31

　沙流川に限らず河川、広く言えば山と川と海と空の関連は太古の昔より地球そのものの
ごく自然の営みであり、最近までは絶妙のバランスが保たれてきました。
　しかし、最近の全世界的な異常気象や天変地異などによって先人たちの予想をはるかに
超える危機が迫っており、今回の事業に山の位置づけを組み入れると、川は山の栄養分を
海に運び、海はそれを糧にして人間に生きる栄養をもたらします。
　また、山は緑のダムであり、人口のダムに対して環境負荷が軽減されます。
また、えりも地区では海岸砂丘が何十年もかかって森林管理局と漁協の協力で緑の森林に
生まれ変わり、その結果漁獲量が増えているそうです。
　これらの努力と理念を取り入れ、この事業が沿岸漁民に富をもたらすことになるという
ことを対話し理解していただく。
　静内・新冠漁協も森林管理局、森林組合、道水産林務部とタイアップし積極的にこの事
業に取り組みだしました。
　堤外地では、流れの妨げになるとの意見から河畔林の取り組みに慎重ですが、魚礁を確
保するという観点から住民ボランティアを募り勉強しながら管理してはいかがでしょう
か。
高水敷は地域の基幹産業であるトマト、牛、牧草地などへ開放し、公園として地域コミュ
ニケーションの場としても有効利用が可能だと思います。
　ハザードマップも道管理河川、町管理河川と情報を共有し円滑な災害管理体制を整備し
地域に情報公開を行うようにする。

32

　「1.2河川整備の現状と課題」の中で、ピ－ク流量・計画高水流量・洪水調節流量が、洪
水のあった後計画されています。平成17年の計画では、ピ－ク流量6,600m3/s・計画高水流
量5,000m3/s・洪水調節流量1,600m3/sとなっているが、従来の計算手法に近年の異常気象
を加味しても良いのではないか。例えば5～10％増しとかすれば、地域住民の治水に対する
安心度が増す一方、当然他河川との整合性が取れず、工費も増大するが…。

33

　これまでに度々甚大な災害が発生していることから、防災面を重視した計画となること
は理解できるが、環境面や利用面に対する配慮が足りないように感じられる。例えば、盛
土による堤防や治水の杜の整備において、画一的な断面形ではなく、生態系のエコトーン
（移行帯）や堤防の利用を考慮して、平面的・断面的な形状に変化をつけることが考えら
れる。
　また、最近では、河川の上流から海岸に至る流砂系の総合的な土砂管理の取り組みも始
められており、森・川・海のつながりを重視した環境創出に関する検討も行われている。
このような広域的な視点に立った防災や環境保全の考え方を計画に取り込むことも必要で
はないでしょうか。
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１．変更案の概要
　2005年12月７日に開催された沙流川水系流域委員会において、以下の整備計画変更原案
が示された。沙流川水系河川整備に関して、平成11年12月に基本方針、平成14年７月に整
備計画がそれぞれ策定されている。しかし、平成15年８月の洪水では整備計画目標流量
（4,300m3/s）を上回る約6,100m3/sの洪水ピーク流量が発生したので、その規模の洪水に
対応するため、平成17年11月、国土交通省の河川整備基本方針検討小委員会で基本方針が
変更された。それに応じて、今回、流域委員会を再開し、整備計画変更を論議することに
なった。変更案の具体策は、「現行の河川整備計画の基本的な考え方を踏襲する（二風谷
ダムと平取ダムにより最大限洪水調節し、それでも不足する洪水流量を河道で対応す
る）」ことから、「両ダムの洪水調節効果を最大限活用し、その上で河道掘削の区間、断
面を拡大する」としている。具体的な数値としては、平取地点における洪水ピーク流量
6,100m3/sが見込まれるため、二風谷ダムと平取ダムの貯水によって1,600m3/sをカット
し、残りの4,500m3/sを二風谷ダムから河口までの河道掘削に当てると書かれている。

２．原案自体に関する欠陥
（１）基本高水流量と整備計画目標流量について
　平成17年11月に示された河川整備基本方針では、基本高水のピーク流量を6,600m3/sとし
ており（６頁）、今回の河川整備計画変更原案では目標流量を6,100m3/s（16頁）としてい
る。
　しかし、これらは、今回の変更原案の根本となるにもかかわらず、その具体的な根拠が
原案に示されておりません。この点は、説明責任を回避した点で、大きな問題と考えま
す。

（２）洪水調節計画流量配分について
　前記の目標流量6,100m3/sは、洪水調節施設（二風谷ダムと平取ダムの２つのダムと口頭
説明）により1,600m3/sを調節し、平取基準点では4,500,3/sとするとされている（16
頁）。
　しかし、同頁の図では、額平川において平取ダムの下流側に1,600m3/sが示され、沙流川
本流の二風谷ダムでの数値が見あたりません。これは、二風谷ダムの治水能力の変化につ
いて原案に記載しない欠陥になり、次項で述べるダムの堆砂容量と洪水調節容量と関連し
て、大きな問題と考えます。換言するならば、二風谷ダム、平取ダムのいずれも洪水調節
計画の基本となる計画最大流入量や計画最大放流量が何ら記されていない点、また平取ダ
ムの設計高水流量も不明な点、いずれも大きな問題であり、それらが具体的に示される必
要があります。

（３）堆砂容量と洪水調節容量について
　２つのダムにおける貯水池容量配分図（20頁）には、堆砂容量、洪水調節容量などが示
されている。二風谷ダムについてみると、堆砂容量が5,500,000m3から14,300,000m3に２倍
以上に増加され、逆に、洪水調節容量は26,000,000m3から17,200,000m3に急減されてい
る。他方、平取ダムについては、前者が11,900,000m3から 1,300,000m3に激減され、後者
が31,500,000m3から43,800,000m3に多少とも増加されている。これらは、２つのダムの総
貯水容量と堤高を変えないままの変更点とされている。流域委員会では、以上の結果、洪
水調節容量は3,500,000m3増加するとの口頭説明があった。
　しかし、平成15年の洪水において二風谷ダムが果たした洪水調節能力とその際に生じた
同ダムの堆砂量の実態について科学的に検証することが先決事項であり、そして、膨大な
堆砂を浚渫によって除去することが現時点で何よりも必要と思われます。二風谷ダムの現
状は、洪水調節ゲートが土砂や流木によって常時半分ほど埋もれており、洪水時の放流に
も大きな影響が生じると危惧されます。変更原案では、それらをいっさい説明していない
ので、大きな問題と考えます。すなわち、二風谷ダムの洪水調節能力について不問にした
まま、今後、平取ダムを建設し、二風谷ダム下流の河道掘削を進める整備計画は、説得力
をまったく持ちません。
　他方、平成15年洪水を含んで二風谷ダムにおける堆砂量は、完成後５年間で、当初、同
ダムで見込まれた100年間分の5,500,000m3に相当するものに達しております。沙流川流域
において本流と額平川の流水は、通常、後者で濁り水・泥水が発生しておりますので、堆
砂の主な供給源は日高山脈最高峰を源流とする額平川流域にあると判断できます。そうし
た点から、平取ダムの堆砂容量が激減されている点は、まったく説得力を持ちません。
　洪水調節容量と堆砂容量は、相互に密接に関連しておりますので、沙流川水系全体の土
砂流出の仕組みを押さえた上で、２つのダムの堆砂容量を説明すべきです。
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３．沙流川水系の流域全体における自然環境およびアイヌ文化の保全に関して
（１）河道掘削に関連した自然環境調査について
　変更原案は、２つのダムによる洪水調節能力を超えた部分を二風谷ダムの下流側におけ
る河道掘削で補うとされている。この点は、とりわけ新たな河川工事として、実質的に、
自然環境調査を行う必要があると考えます。沙流川水系河川整備に関する環境アセスメン
トは、河川法が改定される以前のものが基本となっており、現状の自然環境を把握したも
のではありません。とくに平成15年の洪水によって二風谷ダムもその上下の流域も著しい
変化を示し、そのため、今回の変更原案に至ったのですから、自然環境についても十分な
現状調査を行った上で、今回の流域委員会開催に図るべきであったと判断しております。
ちなみに、平取ダム建設に関連した「平取ダム環境調査検討委員会」は、二風谷ダム下流
域については、検討対象ではなかったことから、改めて、自然環境の調査が必要であると
考えます。
　12月７日の流域委員会では、「植物については問題ないが、シシャモの生息は大丈夫
か」という主旨の委員発言があったが、それについてすら十分な議論がなされませんでし
た。今回の変更原案では、改めて、野生動植物を含む流域全体の自然環境の把握が必要と
考えます。そこでは、既存の二風谷ダムの魚道について、魚類の回遊・移動に関する効果
もまた科学的調査に基づいて説明する必要があります。とくに魚道を使用するサクラマス
の回遊については、すでに同ダム上流側で放流実験を行ってしまい魚道検証が困難なのか
もしれませんが、十分な科学的説明が必要と考えます。さらに、二風谷ダムの下流で生じ
ている河床低下の実態についても、シシャモ漁業とも関連して科学的に十分に説明する必
要があります。
　これらの自然環境調査に関して、ダム建設後や河道掘削後に行うモニタリングとそれに
よる対処、あるいはミチゲーションは、河川法でうたわれている自然環境保全の重視と密
に関係する事前調査・アセスメントには決してなりません。

（２）平取ダム計画にかかわるアイヌ文化環境保全対策調査について
　標記は、平取ダム周辺地域のアイヌ文化に関して、「平取町アイヌ文化調査室とアイヌ
文化環境保全対策調査委員会」が進め、平成17年３月に平取町から同調査中間報告書が公
表され、平成18年３月の総括報告書取りまとめが予定されている。この報告書作成は、平
成９年３月に出された二風谷ダム裁判判決文において「アイヌ文化に関するアセスメント
がなされていない」という欠陥が指摘されたことを受けたものである。
　上記の中間報告書では、調査対象地域を平取ダム周辺地域（基本的に平取ダム建設に
よって水没するエリアならびに堤体管理施設、管理用道路をはじめとした周辺関連施設の
エリアを指す）とされている。ただし、調査地域は、基本的には沙流川流域全体を指すと
も記述されているが、実際には、前者の平取ダム周辺地域を対象としている。
　アイヌ文化環境保全対策調査委員会が、平取ダム周辺地域だけを対象としているのであ
れば、河道掘削が行われる二風谷ダムの下流地域は、二風谷裁判の判断に基づき、アイヌ
文化に関する新たな調査対象地域となると考えます。他方、同委員会が沙流川流域全体を
対象としているのであれば、流域委員会における河道掘削案の論議そのものが、現在、総
括報告書をまとめ中である調査委員会の存在またはそこでの論議を無視するものと考えま
す。二風谷ダム建設前のアセスメントはもとより、建設後のアイヌ文化ならびにアイヌの
人々が受けた影響に関して、事前事後の調査がなされていません。したがって、二風谷ダ
ムとその下流域の河道掘削を含む河川整備計画は、二風谷ダムのみならず沙流川流域全体
のアイヌ文化に対する影響調査を十分に行った上で計画立案されるべきと考えます。
　今回の流域委員会は、上記委員会の進行過程との関連が何ら説明されずに、流域委員会
だけを先行させて開催されたことが大きな問題であります。しかも、付言するならば、12
月の繁忙期に２回も流域委員会を開催し、年末までにパブリックコメントを求めること
は、国民に議論をさせない姑息な方法と感じられ、まことに大きな問題と考えます。
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　【整備内容】の項では「…２ダムでより有効な洪水調節を行なう…」とあるが、２ダム
で流下土砂量が予測を超えて激減するために、２ダム下流の河床材消失の影響は河岸崩壊
から破堤につながる災害を発生させる危険性が増すばかりである。専門家の方々はダムの
下流を正確に観察し、検証を行なって、「誤り」に気がついて欲しい。当計画案ではここ
に重大な不備があるため、容認できない。

　【環境への配慮】の項には昭和５７年の環境評価で「…水質、地形、地質、植物、動
物、景観について影響は少なく問題はないと評価された…」とあるが、この評価が誤りで
あることは次の点からも明白であり、再考する必要がある。
　まず「水質」では、上流の大小のダムにより、河床の粘土層を覆っていた砂利が消失し
たために、浸食を受けるようになり、シルト状の濁りが消えなくなっている。しかも、二
風谷ダムで滞留するために二風谷ダム下流での水質の劣化は改善されることはない。地形
については二風谷ダムでは河岸崩壊が連鎖的に発生しており、自然護岸が消失し続けてい
る。また、河床低下による地下水位・伏流水位の低下は二風谷ダム下流で井戸水が涸れた
と報告されているように「陸水」全般の視点を持つことが必要である。事例：せせらぎ公
園右岸（階段状親水護岸）付近の川岸は２年前までふかふかだったのだが、２００５年１
１月に確認したところ固く締まっている。また、同地点は３年前の厳冬期には川岸の砂礫
がむき出しとなっているほどわき水の「ぬくもり」があったが、現在では全面的に結氷し
ている。地下水位が下がったためにわき水の水圧が低下し、わき水の突出量が激減してい
ると見られる。従って、当計画案には地下水と地下水位に対する視点が欠落している不備
があるので、賛成できない。

　「地質」では沙流川流域は造山運動の結果、海底堆積層が河床に粘土層となって残って
いることから、大幅に浸食され続け、シルトが河川から沿岸にかけて全域に流失を続けて
いる。二風谷ダムはこれを貯留することからその影響は解消し得なくなっている。
　「植物・動物」については、河岸崩壊に伴う人工護岸により水辺植物が影響を受け、水
辺の砂礫のある渚帯が失われ、シルトが堆積することで、浄化菌の効果も萎えていると見
られる。また、シシャモやサケやサクラマスの河床の産卵環境である「わき水帯」や「伏
流水帯」が激減し、または失われている。これは河床低下に伴う地下水・伏流水の抜き取
り（吸い出し効果）作用と思われるが、地下水位・伏流水位が低下していると見られる。
これは魚類・水生生物だけに収まらない人間へも影響する深刻な問題である。事例：シ
シャモの人工産卵場の造成の失敗やほぼサクラマス天然資源絶滅と見られることからも、
知見や視点など不備が多く、当計画案は認められない。
　「景観」については二風谷ダム完成後に下流全域で河床低下に伴う河岸崩壊が連鎖的に
発生しており、自然護岸が急速に失われて人工護岸に置き換えられている。河川の当たり
前の景観が失われている。本来の自然河川が持つ仕組みが失われ損なわれていることは景
観も台無しになっていることであり、国民の財産でもある河川景観をこれ以上失わないで
欲しい。従って、当計画案には賛成できない。
　以上のように、どの項目を取っても影響が現われており、昭和５７年の環境影響評価の
誤りばかりが際だち、新たな知見・視点に基づき、再環境影響調査を実施すべきであり、
当計画案には賛成できない。
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●２：原案の３．河川工事の内容　１）洪水時の水位低下対策
■河道掘削による流下能力の向上について
　【整備内容】の項では「…河道を掘削する…」とあるが、上流の大小のダム及び二風谷
ダムの下流で河床材が大幅に減少し、河床低下と河岸崩壊が繰り返され、災害となってい
ることからこれ以上の掘削は影響が大きく、止めるべきだ。また、河床低下は地下水位の
低下を招いており、将来に取り返しのつかぬ影響を与える。当計画案にはこうした視点が
欠落しており、賛成できない。
　【環境への配慮】の項では「…シシャモ等の産卵床、生息環境を保全するためかつての
沙流川の河川環境に近づけることに努める…」とあるが、地下水位が低下してのではかつ
ての沙流川の河川環境に近づけることはできようもない。根本的な知見の欠落であり、驚
くばかりである。こうした異常な判断で川を壊さないで欲しい。シシャモの産卵場造成に
失敗した反省も理由すらも見えてこない。河岸の水辺植物すら河岸が崩壊するために維持
できないでいる。ダムの影響が全国各地で発生していることから、まずはそれらを正常な
視点で検証することから始めるべきではないのか。別の方法を論議するべきである。貴局
の誤った判断に基づく当計画案には反対する。
　【整備効果】の項では「…洪水を計画高水位以下で流すことができる…」とあるが、河
岸崩壊や破堤を招く恐れがあることが認識されていない。掘削整備はダムによる河床低下
に更に拍車をかけるばかりで、災害の規模も災害箇所も拡大の一途をたどることになる。
再考するべきである。従って、当計画案には反対である。
　【実施場所】の項では「…概ね全川実施する…」これは判断の誤りであり、自然河川が
実験室の実験水路とは違うことすら認識されていない。水が流れる仕組みを根底から変え
る取り返しのつかぬ愚行である。まずは全国の河川の実態調査を行い、誤りに早く気がつ
いて欲しい。当計画案には反対する。
　以上のことから、沙流川の治水策は堤防のかさ上げと内水氾濫対策用のポンプ場配備
と、遊水池場所を検討して洪水時の流量調整を行なう方向で、もっともっと論議し検討さ
れることを望みます。全国のダム下流で起きている水害についても因果関係を検証し、当
計画案を見直し、検討されることを再度付け加えて、当計画案の疑問・問題点を指摘し、
当計画案には反対します。
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　整備計画自体は良いのではないかと思うが、「地域と一体となって」や「アイヌ文化保
全」は計画の中に入れようが入れまいが、整備との両建ては無理のような気がする。地域
も災害を受けているし、アイヌは居住地をなくしているし、どんな計画も反対されれば計
画も進まないだろうと思う。　計画の中に「地域と一体となって」「アイヌ文化保全」は
入れないで、別ものとして進めた方が良いように思える。　何かと環境問題が取りざたさ
れるので計画に盛り込むことによって、環境に配慮している姿勢を示さないとならないと
いうのはあるが、工事をする以上、壊されない環境もありえないし、いくら環境保全とう
たっていても、後から取って付けたような感じは拭えない。
　災害が起こった場合の計り知れないものがあるが、財政難でもあるし、歳出は控えた方
が良いとも思う。例え工事をしても、費用対コストは目に見えてすぐにわかるものでもな
いし、工事の途中で反対運動にでもあって工事が中断してはまた費用がかかるだろう。
周辺の地域も人口の減少が止まりそうもないし、整備をしてもイベント以外では人の集ま
るようなところでもなさそうなので、危険の多い箇所の住民には移転をしてもらい、計画
の規模を縮小するというのはどうだろうか。
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　平取ダム環境調査検討委員会、アイヌ文化環境保全対策調査委員会の設置およびシシリ
ムカ・イオル文化大学の開設など、沙流川流域の自然環境および地域文化へのご配慮に感
謝申し上げます。
　標記について以下に意見を述べます。

1.　流域の文化への配慮について
自然に畏敬の念を持ち、自然を大事にし、自然の恵みに感謝し、平和で豊かな生活を実現
させてきたのがアイヌ文明である。
それは、豊かな自然とアイヌ文化の高度な知恵と工夫の裏づけがあって成り立っており、
自然が破壊されるとアイヌ文明も滅び、自然が回復するとアイヌ文明も復活するという関
係にある。
　機械文明が自然を略奪的・破壊的に利用し、その結果、自らの文明を破滅させてきた不
幸な歴史とは対照的である。
　沙流川流域の治水をどうするかは、流域の文化を優先して方針を策定すべきであり、し
たがって、平取ダム環境調査検討委員会、アイヌ文化環境保全対策調査委員会の最終報告
を受けてから再度意見募集すべきである。
　大規模な河川環境の改変と自然破壊を伴うダムが「アイヌ文化とは相容れないもの」で
あることは誰が考えても明白である。

2.　計画洪水流量を大きくするほど自然環境の破壊や経済的・社会的負担が増大し、その
受忍限度を超えるようになる
たとえば、千年に一度の洪水対策では、多くの人々の営みがある「かっての氾濫原」を川
に返さなければならなくなる。
「計画洪水流量を大きくするほど安全になる」との考えは、あまりにも短絡的である。
旧建設省の河川審議会では、洪水対策として、ある程度溢れさせる考え方を提案してい
る。これはアイヌ文化の考え方により近いといえる。
古来からの優れた方法を含め、様々な方法が考案されている。

3.　ダムの欠点・限界を謙虚に受け止めるべきである。
　ダムは貴重な緑地帯を大規模に水没させて生態系を壊滅させるばかりでなく、種々の技
術的および運用上の欠陥がある。ダム以外にも治水対策がある。
　自然な流れが豊かな河川生態系を育んでいるのであって、ダム放流によって河川生態系
を維持しようとするのは本末転倒である。
　技術計算が優先する時代は過去のものとなりつつある。土木工学は経験工学であるとの
原点に立ち返って(計数分析よりも)事実に謙虚でなければならない。
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　まず始めに、情報公開と、このような一般の市民が自由に行政に対して意見を言える機
会を持つと言うことは、従来にない手法であり、大変すばらしいと考えます。
　公共事業の効率化が叫ばれている昨今ですが、地域住民を始め、多くの国民が望む形で
の事業が進められればと思います。
　私の意見としては、良好な環境・景観には十分配慮して頂きたいと思います。そのため
に多少事業費が嵩むことについては納得できますので、今後も情報公開をお願いします。
　一点、気になることとしましては、河川流域（主に陸域）の連続性や環境の保全には配
慮されていると思いますが、河口で区切らずに、沿岸域の有効活用、例えば、積極的な沿
岸漁場の創出等、を目的とした河川事業ができると、なお良いと思います。
　海、河川と区別するのではなく、大きな物質循環系として環境を捉えた事業を期待しま
す。
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　実際に大きな被害を出していることもあり、住民の心の安定も考えるとなれば、整備に
は賛成だし、どんどん進めていくべきだと思います。そして必ず問題として出てくる環境
への影響などに、どういった対処ができているかが気になる部分です。
　沙流川沿川のまちづくりが進むなか、その周囲との連携を大事にし、納得のいく整備を
進めていってほしいです。
　私が第一に考えているのは、より多くの人々にこれらの事を知ってもらい、環境の保全
を意識してもらうことです。そして住民の声をより多く取り入れ、最善の選択をしていく
ことです。
　そのためのアピール方法として、河川とのふれあいの場などを提供し、実際にその身で
感じてもらうのは大きな効果があると思います。
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